
1 

 

  

航 空 自 衛 隊 仕 様 書                       

仕様書の 

種  類 

内容による分類 装 備 品 等 仕 様 書                  

性質による分類 個 別 仕 様 書                  

物品番号  仕 様 書 番 号           

品  名 

 

又は 

 

件  名 

 

 

 

モノクロオンデマンド印刷機の借上 

ＣＰＳ－Ｋ９９２０２４ 

大臣 

承認 
令和  年  月  日 

作成 令和 ７年 ７月２３日 

   
改正 

令和  年  月  日 

 令和  年  月  日 

作成部 

隊等名 
補 給 本 部        

 

1  総則 

1.1  適用範囲 

この仕様書は，航空自衛隊浜松基地教材整備隊（以下，“教材整備隊”という。）にお

いて使用するモノクロオンデマンド印刷機（以下，“本器材”という。）の借上について

規定する。 

1.2  用語及び定義 

この仕様書で用いる主な用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 1.2 による。 

1.3  引用文書等 

 引用文書等は，次による。 

a) 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内におい

て，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版

とする。 

なお，引用文書等に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合（法令等を

除く。）は，この仕様書に定める内容が優先する。 

1) 仕様書 

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７ 調達品等一般共通仕様書 

2) 法令等 

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号） 

航空自衛隊の立入制限場所への立入手続等に関する達（昭和５７年航空自衛隊達第 

５号） 

装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）［防装 

庁（事）第１３７号令和４年３月３１日］ 

情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置につ 

いて（通達）［防装庁（事）第３号３１．１．９］ 

情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細 

部事項について（通知）（装プ武第１８８号３１．１．９） 

リスク管理枠組み（ＲＭＦ）におけるセキュリティ管理策について（通知）（防整 

サ第１４５５０号令和５年７月３日） 

デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン［２０２５年（令和７年）５月２７日 

デジタル社会推進会議幹事会決定］ 
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b) 関連文書 

ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・ 

リスクへの対応について（通知）（装管調第８０７号令和３年１月２１日） 

2   製品に関する要求 

2.1  一般事項 

 一般事項は，次による。 

a) 本器材は，情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための

措置について（通達）及び情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リス

ク対応のための措置の細部事項について（通知）に基づき，本器材のサプライチェー

ンにおいて不正プログラムの埋込み，情報の搾取，不正機能の組込み等が行われるリ

スクへの対策などが可能な製品とする。 

b) 本器材は，情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止，暴走その他の障害等の

リスク（未発見の意図せざる脆弱性を除く。）（以下，“障害等リスク”という。）

が潜在すると契約の相手方が知り，又は知り得べきソースコード，プログラム，電子

部品，機器等（以下，“ソースコード等”という。）の埋込み又は組込みその他官側

の意図せざる変更が行われていないものでなければならない。 

2.2  全般 

2.2.1  運用目的 

本器材は，教材整備隊において学校及び部隊等教育に使用する印刷物（教範類）を作成

するために運用する。 

2.2.2  借上期間 

令和８年３月１日～令和１０年３月３１日 

2.2.3   設置場所 

航空自衛隊浜松基地（教材整備隊印刷隊印刷班） 

2.2.4  借上品目 

借上品目は，表１による。また，契約の相手方は，賃貸借開始前日までに，システム構

成書を提出する。 

2.2.5  作動条件 

本器材は，次の電圧及び周波数で作動が可能である。 

a)  オンデマンド印刷機 

1)  電圧    単相 100 V±10%又は単相 200 V±10% 

2)  周波数  50 Hz～60 Hz±5% 

b)  プリントサーバー，大容量トレイ，大容量スタッカー，編集用パソコン及びＨＵＢ 

1)  電圧    単相 100 V±10%又は単相 200 V±10% 

2)  周波数  50 Hz～60 Hz±5% 

2.2.6  設計条件 

 オンデマンド印刷機，プリントサーバー及び編集用パソコン（オンデマンド印刷機と一

体型で構成されたものを除く。）は，国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

第６条及び第７条に適合するものとする。 

2.2.7  設置寸法 

オンデマンド印刷機，プリントサーバー，大容量トレイ，大容量スタッカー設置時の寸

法は，幅6 000 mm×奥行1 200 mm×高さ2 000 mmの範囲内とする。 
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2.3   機能・性能 

2.3.1   オンデマンド印刷機 

オンデマンド印刷機の機能・性能は，次による。 

a)  モノクロ印刷及びトナー方式とする。  

b)  両面印刷機能を有している。 

c)  重送検知機能を有している。 

d)  斜行補正機能を有している。 

e) 表裏の位置合わせ機能を有している。 

f)  印刷解像度は，600 dpi×1 200 dpi以上である。 

g)  印刷速度は，Ａ３両面で１１０ページ／分以上の印刷が可能である。 

h)  印刷用紙のサイズは，203 mm ×203 mmから 320 mm×488 mmまでの用紙が給紙可能

である。 

i)  印刷用紙の厚みは，60 g/㎡～200 g/㎡まで印刷可能である。 

2.3.2   プリントサーバー 

 プリントサーバーの機能・性能は，次による。 

a) 両面片面設定が可能である。 

b)  印刷用紙及び消耗品の残量，排紙部の状態を表示が可能である。 

c) 編集用パソコンから受信した原稿及び画像データの印刷スケジュール確認並びにプリ

ンターの印刷管理（状態管理及びジョブ設定変更）が可能である。 

d) ＯＳは，Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ １１ Ｐｒｏ ６４ｂｉｔ以上であ

る。 

e) ＣＰＵは，2.5 GHz以上である。 

f) メモリは，8 GB以上である。 

g) ハードディスクは，500 GB以上である。 

h) インターフェースは，Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（１０００ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－

ＴＸ以上）×１ポート以上である。 

2.3.3   大容量トレイ 

大容量トレイの機能・性能は，次による。 

a)  エアー給紙機能を有している。 

b)  重送検知機能を有している。 

c)  203 mm×203 mmから 320 mm×488 mmまでの用紙が給紙可能である。 

d)  3 500 枚（65 g/㎡）以上の用紙の積載が可能である。 

2.3.4   大容量スタッカー 

大容量スタッカーの機能・性能は，次による。 

a) スタッカートレイを有している。 

b)  203 mm×203 mmから 320 mm×488 mmまでの用紙が排紙可能である。 

c)  スタッカートレイは，4 000枚（65 g/㎡）以上の用紙の積載が可能である。 

2.3.5   編集用パソコン 

 編集用パソコンの機能・性能は，次による。 

a) 編集用パソコンによる原稿及び画像データの修正等が可能である。 

b) 編集用パソコンからオンデマンド印刷機及びプリントサーバーへの原稿及び画像デー

タの送信が可能である。 

c)  ＯＳは，Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ １１ Ｐｒｏ ６４ｂｉｔ以上であ

る。 
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d)  ＣＰＵは，Ｉｎｔｅｌ Ｃｏｒｅ ⅰ５以上である。 

e)  メモリは，16 GB以上である。 

f)  内蔵ストレージは，ハードディスク 1 TB以上でＲＡＩＤ１である。 

g)  メディア装置は，ＤＶＤ－ＲＯＭドライブである。 

h)  ディスプレイは，27 in（解像度 1 920 dpi×1 200 dpi）以上で，非光沢である。 

i)  マウスは，レーザーマウスである。 

j) インターフェースは，ＵＳＢ２．０以上×１ポート以上，Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（１００

０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ以上）×１ポート以上を有している。 

2.3.6  搭載ソフト 

搭載ソフトは，次によるものとし，2.3.5 に示す編集用パソコンで使用する。 

なお，契約の相手方は，賃貸借開始前日までに，ソフトウェアの品名及びバージョン番

号を記載したソフトウェア一覧表及びソフトウェアごとのライセンス内容について確認が

可能であるソフトウェアライセンス証書を提出する。 

a) 編集用ソフト 編集用ソフトとして，Ａｄｏｂｅ Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｃｌｏｕｄ 

ＦＲＬ Ｉｓｏｌａｔｅｄ コンプリートプランと同等の性能を有する。 

b) 印刷前処理ソフト  

1) ＰＤＦ，Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ，ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ，ＪＰＥＧ及びＴＩＦＦ形

式データファイルの取り込みが可能である。 

2) 表裏の位置合わせ機能を有している。 

3) プレビューにより，取り込んだデータファイルのごみ取り，傾き補正及び指定範囲

の消去が可能である。 

4) 同一用紙サイズ及び同一ファイル形式でのページ指定選択機能を有している。 

5) 印刷体裁等の設定情報を保存し，他のＰＤＦ形式ファイルでの印刷に利用が可能で 

ある。 

6) ＰＤＦ形式ファイルの修正及び保存が可能である。 

c) 資料作成ソフト 資料作成ソフトとして，Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ Ｈｏ

ｍｅ＆Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ２０２４以上を有する。 

d) セキュリティ対策ソフト セキュリティ対策ソフトは，官側が別に保有するインター 

ネット端末で定義ファイルがダウンロードでき，オフライン状態で更新が可能である。 

2.3.7   ＨＵＢ 

ＨＵＢは，次による。 

a)  ＬＡＮ構築が可能であり，オンデマンド印刷機，プリントサーバー及び編集用パソコ

ンの接続が可能である。 

b) スイッチングハブである。 

c) インターフェースは，Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（１０００ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－

ＴＸ以上）×３ポート以上である。 

2.4  品質管理 

本器材は，障害等リスクが潜在すると契約の相手方が知り，又は知り得べきソースコー

ド等の埋込み又は組込みその他官側の意図せざる変更が行われない相応の管理その他の契

約の相手方（下請負者，再委託先等を含む。）による適正な品質管理の下で製作されたも

のであって，その品質を保証されたものでなければならない。 

2.5  保全性 

 保全性については，次による。 

a) 本器材は，リスク管理枠組み（ＲＭＦ）におけるセキュリティ管理策について（通 



 

5 

 

品   名 モノクロオンデマンド印刷機の借上 

知）における，機密性“中”，完全性“中”，可用性“低”の機能又は同等の要件を

適用可能とする。セキュリティ管理策の細部については官側との調整による。また，

必要な措置等が実施されていることを確認できる資料を作成し，契約締結後，速やか

に提出する。 

b) 可搬記憶媒体に保存するデータの暗号化は，官側が保有するファイル暗号化ソフトを

組み込めるものとし，組み込み作業は官側が実施する。 

3   監督・検査 

監督及び検査は，契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。 

4  保守等 

4.1  定期点検 

契約の相手方は，本器材が常時正常な状態で稼働し得るように，月に１回以上，点検及

び調整を行う。 

なお，実施時期については，事前に教材整備隊印刷隊長（以下，“印刷隊長”とい

う。）と調整し，実施の都度，定期点検報告書を提出する。 

4.2   修理 

土日，祝日及び１２月２９日から１月３日を除く週５日，１日７時間４５分（８時１５

分～１７時までの間）とし，官側からの電話要請により，本器材の設置場所へ技術員を派

遣し，修理を行う体制が確保されている。ただし，電話のみで対応できる場合は，この限

りではない。また，必要に応じて代替品を準備する。 

なお，細部については官側と協議する。  

4.3  定期交換部品・消耗品 

本器材の運用に必要な定期交換部品及び消耗品（印刷用紙を除く。）は，保守に含む。 

4.4  使用予定ページ数 

a)  使用予定ページ数は，表２に示す範囲内で本器材の使用が可能である。 

b)  使用予定ページ数に対する使用ページ数の割合［使用ページ数を使用予定ページ数で

除した値（％）を示す。］を管理し，官側が設定した割合を超えるおそれがある場合

は，速やかに使用者に警告を促す。 

4.5  使用ページ数 

本器材の使用ページ数は，メーターカウンタによって確定し，出力されたページ数全て

を対象とするが，点検及び調整時に排出する試験印刷ページ数及び本器材の不具合による

印刷失敗ページ数は含まない。 

なお，試験印刷ページ及び印刷失敗ページが正確に確認できない場合は，官側の同意を

得た上で，割合にて算出する。 

4.6   使用ページ数検査 

使用ページ数検査は，官側立会の下，月間の使用ページ数の確認を行う。 

4.7   使用ページ数報告 

使用ページ数報告は，１か月単位とし，当該月終了後１０日以内に官側に報告する。ま

た，官側が使用ページ数の報告を依頼した場合は，速やかに報告する。 

4.8  更新等 

ＯＳ及びその他のソフトウェアについては，契約履行中，必要なサポートを受けられる

ものを採用し，修正版及び更新版については，官側と協議し，必要と認められる場合は，

提供し，適用する。 

4.9  記憶媒体の交換 

障害等によりハードディスク，ソリッドステートドライブ，又はその他常時取り付けら
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れ運用される記憶媒体（リードオンリー型の記憶媒体や電源消失とともに内容が消去する

記憶媒体を除く。）（以下，“ハードディスク等”という。）を交換した場合は，交換作

業実施後に当該ハードディスク等を官側立ち会いの下，データ消去を実施するとともに官

側の情報が完全に消去されたことを証明するデータ消去実施報告書を提出する。又は，当

該ハードディスク等を官側に引き渡す。 

4.10 連絡先 

契約の相手方は，賃貸借開始の前日までに，構成品毎の保守連絡先を記載した保守連絡

先一覧表を提出する。 

5  本契約の実施体制 

 契約の相手方は，本契約の実施に当たって次の体制を確保し，これを変更する場合に

は，事前に官側と協議する。 

a) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人（以 

下，“業務従事者”という。）を確保する。 

b) a)の業務従事者が，本器材の維持管理に十分な経験及び知識を有する。 

c) a)の業務従事者が，b)に掲げるもののほか，履行に必要若しくは有用な，又は背景と 

なる経歴，知見，資格，語学（母語及び外国語能力），文化的背景（国籍等），業績 

等を有する。 

d) c)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応で 

きる態勢にある。 

6  その他の指示 

6.1  提出書類 

 提出書類は，次による。 

a) 契約の相手方は，表３に示す文書を官側と調整の上，提出する。 

なお，表３で示す提出書類のうち，ソフトウェア一覧表は，品名及びバージョン番号 

を記載する。 

b) 情報資産管理標準シート 

1) 契約の相手方は，デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（以下，“標準ガイ

ドライン”という。）別紙２“情報システムの経費区分”に基づいて区分等した契

約金額の内訳を記載した情報資産管理標準シートを，契約締結後，速やかに提出す

る。 

2) その他，契約の相手方は，標準ガイドライン別紙３“調達仕様書に盛り込むべき情 

報資産管理標準シートの提出に関する作業内容”の各項に従って作成した情報資産 

管理標準シートを，契約締結後，速やかに提出する。 

6.2  貸付文書 

契約の相手方は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.2.2 b)に基づき，契約の履行に必要な

文書については，航空幕僚監部人事教育部人事教育計画課教育室長（以下，“教育室長”

という。）と調整の上，無償で貸付け又は閲覧することが可能である。また，貸付けを受

ける文書は，貸付時の最新版とし，貸付後に文書が更新された場合は，更新版の貸付けを

受けることが可能である。 

6.3  設置及び調整 

設置及び調整は，図１によるほか，次による。 

a) 設置及び調整の実施期間は，契約締結日から賃貸借開始の前日までとする。 

b)  設置及び調整を実施するに当たり，現地調査が必要な場合は，官側と調整の上，現地

調査を実施することが可能である。 
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c)  設置及び調整に使用する消耗品については，契約の相手方が準備する。 

d) 契約の相手方は，本器材を官側の指定する場所に搬入し，規定されている機能及び性 

能を満足するように組立，設置及び動作確認を実施し，使用が可能な状態で引き渡す。 

6.4  操作説明 

契約の相手方は，賃貸借開始の前日までに，表４を基準として操作説明を実施する。 

なお，操作説明の前日までに，操作説明書を官側に１部提出する。 

6.5  情報保全 

a) 契約の相手方は，この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報［装備品等及び役務

の調達における情報セキュリティの確保について（通達）（以下，“情報セキュリテ

ィ通達”という。）第２項第１号に規定する情報をいう。］その他の非公知の情報

（以下，“保護すべき情報等”という。）の取扱いに当たっては，情報セキュリティ

通達における添付資料“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に

関する特約条項”及び別紙“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準

”に基づき（保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては，これらに準じ

て），適切に管理する。この際，特に，保護すべき情報等の取扱いについては，次の

履行体制を確保し，これを変更した場合には，遅滞なく官側に通知する。 

1) 契約を履行する一環として契約の相手方が収集，整理，作成等した情報が，保護す

べき情報（情報セキュリティ通達第５項第４号の規定に基づく解除をしようとする

場合に，同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとす 

る。）として取り扱われることを保障する履行体制 

2) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体

制 

3) 官側が書面により個別に許可した場合を除き，契約の相手方に係る親会社，地域統

括会社，ブランド・ライセンサー，フランチャイザー，コンサルタントその他の契

約の相手方に対して指導，監督，業務支援，助言，監査等を行う者を含む一切の契

約の相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制 

b) 契約の相手方は，情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応の 

ための措置について（通達），又は情報システムに関する調達に係るサプライチェー 

ン・リスク対応のための措置の細部事項について（通知）に定める特約条項により， 

サプライチェーン・リスク対応を行う。 

c)  契約の相手方は，本契約の履行に当たり知り得た航空自衛隊に関する知識を漏えい又

は他に転用してはならない。 

d) 借上器材に含まれる官側の情報については，別途契約する撤去役務において，データ

の消去，ハードディスク等の破壊等保全上必要な措置を講ずる。 

6.6  官側における支援 

契約の相手方は，本契約の履行に当たり官側の支援を必要とする場合は，無償で次の支

援を受けることが可能である。この場合，官側に申し出て必要な指示を受ける。 

a)  官側保有の関連器材の使用 

b)  搬入器材の保管 

c)  事務室，水，電気及び隊内電話の使用 

d) その他必要と認められる事項 

6.7  その他必要な事項 

契約の相手方は，部隊等の長が定めた立入制限場所等へ立入る場合は，航空自衛隊の立

入制限場所への立入手続等に関する達の定めるところにより，立入りを許可された者でな
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ければならない。 

6.8  仕様書の疑義 

 この仕様書において疑義が生じた場合は，速やかに契約担当官等と協議する。 
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表１－借上品目表 

名 称 型式a )又は性能等  
数量 

・単位 

オンデマンド印刷

機 

キヤノン(株)：ＶａｒｉｏＰｒｉｎｔ ６２２０ 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 
1 EA 

プリントサーバー 
キヤノン(株)：ＰＲＩＳＭＡｓｙｎｃ 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 
1 EA 

大容量トレイ 
キヤノン(株)：ペーパー・インプットモジュールＢ１ 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 
2 EA 

大容量スタッカー 

キヤノン(株)：大容量スタッカー ｉＨＣＳ２ トップ

カバー付Ｂ２ 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 

1 EA 

編集用パソコン 
（株）日本ＨＰ：Ｅｌｉｔｅ ＳＦＦ ８００ Ｇ９  

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 
1 EA 

搭

載

ソ

フ

ト 

ＯＳ 
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ １１ Ｐｒｏ

６４ｂｉｔ以上のもの。 
1 EA 

編集用ソフト 

Ａｄｏｂｅ Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｃｌｏｕｄ ＦＲＬ  

Ｉｓｏｌａｔｅｄ コンプリートプラン 

又は同等の性能を有するもの。 

1 EA 

印刷処理前ソ

フト 

キヤノン(株)：ＰＲＩＳＭＡｐｒｅｐａｒｅ 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）。 
1 EA 

資料作成ソフ

ト 

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ Ｈｏｍｅ＆Ｂｕ

ｓｉｎｅｓｓ ２０２４以上のもの。 
1 EA 

セキュリティ

対策ソフト 

官側が別に保有するインターネット端末で定義ファイ

ルがダウンロードでき，オフライン状態で更新が可能

なもの。 

1 EA 

ＨＵＢ（ＬＡＮケ

ーブル含む。） 

Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（１０００ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳ

Ｅ－ＴＸ以上）×３ポート以上 
1 EA 

注記１  マイクロソフトのライセンスに関しては，Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｐｅｎ Ｖａ

ｌｕｅの適用を基準とする。 

注記２  ソフトウェアは，修正版及び更新版を提供し，適用する。 

注 a) この借上品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示 

   したものであり，当該製品を指定するものではない。 
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表２－使用予定ページ数 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－提出書類一覧 

 

年  度 使用予定ページ数a) 備  考 

令和７年度 ２５０ ０００ページ  

令和８年度 ３ ０００ ０００ページ  

令和９年度 ２ ７５０ ０００ページ  

合計 ６ ０００ ０００ページ  

注a) 使用する用紙サイズは，Ａ３判用紙換算とする。 

番号 名称 種類及び数量 提出期限 提出先 様式 

1 システム構成書 

電子データ（Ｐ

ＤＦ）又は紙媒

体×各１部 

 

賃貸借開始の

前日までに 

教育室長及び印刷隊

長 

適宜 

2 ソフトウェア一覧表 

3 
ソフトウェアライセン

ス証書a) 

4 保守連絡先一覧表 

印刷隊長 

5 操作説明書 
操作説明の前

日までに 

6 定期点検報告書 
定期点検完了

後，速やかに 

7 データ消去実施報告書 

ハードディス

ク等を交換し

データ消去を

実施した都度

速やかに 

8 

リスク管理枠組み（Ｒ

ＭＦ）におけるセキュ

リティ管理策について

（通知）における機密

性“中”，完全性“中”

，可用性“低”の基準を

満たし，かつ必要な措

置等が実施されている

ことを確認できる資料 

契約締結後，

速やかに 

教育室長 

9 
情報資産管理標準シー

ト 

航空幕僚監部防衛部

事業計画第２課長 

注a) ソフトウェアライセンス証書をそれぞれのソフトウェアに添付の上，再セットア 

ップ時に必要なプロダクトキー等の情報を付する。 
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表４－操作説明 

教育内容 教育時間 教育場所 被教育者数 

１ 本器材の基本操作 

２ 取扱時の注意事項 

３ 障害対処要領 

７時間４５分 教材整備隊印刷隊 ３名（基準） 
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図１－構成図 
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